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○ 芦屋町地域防災計画（平成 29 年４月修正）について、平成 29 年度以降に改正された法令や

上位計画等の最新内容を反映するとともに、近年の大規模自然災害等への災害対応を踏まえ

た防災対策の強化を行うため、今年度計画修正を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

① 地域防災力を高める取り組みの推進 

② 情報収集と伝達手段の強化 

③ 業務継続性の強化 

④ 対策本部業務の見直し 

⑤ 多様性を踏まえた取り組み 

⑥ 要配慮者対策の強化 

 

 
 
第１章 総 則 

第２章 災害予防計画 

第３章 風水害応急対策計画 

第４章 地震・津波応急対策計画 

第５章 原子力災害等応急対策計画 

第６章 災害復旧復興計画 

＜ 芦屋町地域防災計画 （現行計画：平成29年4月） ＞ 

現行計画における課題整理 

＜国・福岡県・芦屋町の動向＞ 

○国の主な動向 

 近年発生した大規模災害による課題対応 

 災害対策基本法、水防法、土砂災害防止法等の改正 

 防災基本計画の修正 

 防災に関するガイドライン等の改定 等 

○福岡県の主な動向 

 福岡県地域防災計画の修正 

 防災に関する個別計画等の改定 等 

（津波浸水想定、遠賀川・西川洪水浸水想定、玄界灘沿岸高潮浸水想定等） 

○芦屋町の主な動向 

 第６次芦屋町総合振興計画の策定 

 芦屋町地域強靱化計画の策定 

 芦屋町を取り巻く社会情勢の変化、組織機構・防災対策の変更 等 

＜ 芦屋町地域防災計画 （令和4年○月）＞ 

◆計画の構成については、現行計画の構成

から変更していない。 
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時 期 内 容 

令和３年 10 月 
第１回防災会議の開催 

（地域防災計画修正方針等の概要説明） 

令和３年 11 月～12 月 地域防災計画（素案）に対する庁内意見照会の実施 

令和４年 １月 
第２回防災会議 

（地域防災計画（素案）の概要説明） 

令和４年 １月（～２月） パブリックコメントの実施 

令和４年 ３月 
第３回防災会議の開催 

（パブリックコメントの結果審議・報告） 

令和４年 ４月以降 計画の公表、福岡県への報告 

 

 

 

 

該当箇所 項目 内容 

Ｐ１-１ 

第１節 第１ 

○計画の目的 自助・共助・公助の連携協力の重要性を謳うた

め、住民一人一人の自覚及び努力を促す記載とし

た。住民が自らを災害から守る「自助」、地域社会

がお互いを守る「共助」、そして国や県、町等の施

策としての「公助」の適切な役割分担に基づく防

災協働社会の実現を目指していくことを追加し

た。 

Ｐ１－１ 

第１節 第２ 

○計画の位置づけ 防災計画の作成に関する国、県、町の位置づけ

を示した図を追加した。 

Ｐ１－２ 

第１節 第３ 

○計画の基本方針  計画の基本方針を以下のとおり示した。 

①災害時の人的被害を最小化する防災・減災対策

の推進 

②自助・共助・公助が一体となった取組の推進 

③多様な視点に基づいた取組の推進 

Ｐ１-４～２４ 

第２節  

○関係機関の業務大綱

等 

町、県、関係機関における現在の防災業務との

整合を図った。 

Ｐ１-２５～３５ 

第３節 

○町の概況 自然条件や社会条件、災害危険性等、現在の町の

概況との整合を図った。 

Ｐ１-３６ 

第５節 第１ 

 

○防災ビジョン 東日本大震災等、近年発生した災害の教訓を踏

まえ、これまでのハード対策に加えて、事前対策

の推進等のソフト対策を組み合わせることを追加

した。 
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該当箇所 項目 内容 

Ｐ２－２ 

第１節 第２ 

○自主防災活動の推進 自助及び共助の取組を促すため、地域住民の役

割分担並びに事業所・団体等の地域防災活動への

参画促進を追加した。 

Ｐ２－４ 

第１節 第４ 

 

○防災訓練 地域防災力を強化するため、感染症対策に配慮

した避難所開設・運営訓練や、より実践的な内容

の訓練とするための留意点を追加した。 

Ｐ２－６ 

第１節 第５ 

 

○防災知識の普及 防災知識の普及のため、以下の項目等を追加し

た。 

・防災上重要な施設の管理者等の教育 

・防災知識の普及に際しての留意点等 

Ｐ２－１１ 

第２節 第２ 

 

○建築物の安全化 文化財を災害から守るため、文化財に対する住

民の防災意識の高揚（建築物の安全化）を図る旨

を追加した。 

Ｐ２－１５ 

第２節 第５ 

 

○水害予防対策の推進 水防法に基づく予防対策に対応するため、以下の

対応等を追加した。 

・浸水想定区域等における避難確保措置 

・避難確保計画の作成指導等 

・浸水想定区域等の把握及び住民等への周知 

Ｐ２－１８ 

第２節 第６ 

 

○土砂災害予防対策の推

進 

土砂災害防止法に基づく予防対策に対応するた

め、以下の対策等を追加した。 

・土石流対策 

・急傾斜地崩壊対策 

・土砂災害防止対策 

Ｐ２－２２ 

第２節 第７ 

 

○高潮等への対策 福岡県高潮浸水想定等を踏まえた予防体制を整

備するため、浸水想定区域等の把握及び住民等へ

の周知を追加した。 

Ｐ２－２２ 

第２節 第８ 

 

○津波災害予防体制の整

備 

福岡県津波浸水想定等を踏まえた予防体制を整

備するため、津波に強いまちづくりや津波災害特

別警戒区域の指定、Ｌアラート（災害情報共有シ

ステム）等について追加した。 

Ｐ２－３６ 

第３節 第３ 

○広域応援・受援体制の

整備 

災害時に他自治体から、応援（人的、物的支援）

を受け入れるための手順、体制を定めた受援計画

の作成を追加した。 

Ｐ２－３９ 

第３節 第６ 

 

○避難体制の整備 避難誘導体制の整備及び誘導方法の習熟を図る

ため、避難誘導計画の作成、訓練の実施に努める

ことを追加した。 
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該当箇所 項目 内容 

Ｐ２－４３ 

第３節 第７ 

 

○要配慮者等安全確保対

策 

要配慮者等が利用する施設の事業継続性を確保

するため、発災後 72時間の事業継続が可能となる

非常用電源を確保すること等を追加した。 

また、災害対策基本法の改正に伴い、避難行動

要支援者ごとに避難支援等を実施するための個別

避難計画の作成が努力義務となった旨、追加した。 

Ｐ２－４９ 

第３節 第８ 

 

○帰宅困難者支援体制の

整備 

災害発生時に帰宅困難者が発生するおそれがあ

るため、むやみに移動を開始しない等の心得等を

追加した。 

Ｐ２－５８ 

第３節 第１６ 

○保健衛生・防疫体制の

整備 

放浪動物等の発生を防ぐため、飼い主は、災害

発生時において、ペット同行避難を原則とする旨

を追加した。 

Ｐ２－５９ 

第３節 第１７ 

○災害ボランティア 

活環境の整備 

災害ボランティアの具体的な役割や町の受入体

制の整備について、追加した。 

Ｐ２－６０ 

第３節 第１８ 

○複合災害に対する予防 同時または２以上の災害の発生可能性に備える

ため、訓練の実施（図上訓練等）を追加した。 

Ｐ２－６０ 

第３節 第１９ 

○業務継続計画の策定 災害時に、人、物、情報等利用できる資源に制約

がある状況下において、優先的に実施すべき業務

（非常時優先業務）を特定するとともに、業務の

執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等

をあらかじめ定める、業務継続計画の策定を追加

した。 

 

 
 

該当箇所 項目 内容 

Ｐ３－１ 

第１節 第１ 

○職員の動員配備 災害対策本部の運営等との整合を図るため、配

備基準について見直した。 

Ｐ３－６ 

第１節 第５ 

 

○災害対策本部の運営 災害時の迅速かつ適切な防災体制を整備するた

め、現行の組織体系を踏まえたうえで、災害対策

本部の組織及び分掌事務（班別・対策項目別・時期

区分（初動／応急／復旧））について見直した。 

Ｐ３－１７ 

第２節 第１ 

 

○気象情報等の収集伝達

及び周知 

気象情報等の収集伝達及び周知を図るため、注

意報・警報等の定義及び種類、気象情報の伝達系

統について、最新の内容に更新した。 

また、福岡管区気象台が行う予報及び警報、福

岡管区気象台・九州地方整備局が共同して行う予

報、洪水予報の種類、水防警報の種類を追加した。 

Ｐ３－２７ 

第２節 第７ 

 

○迅速な住民の安否確認

と支援情報等の提供 

災害発生後の情報提供を確実に伝達するため、

照会者の本人確認方法、照会可能情報を追加した。  

また、ＤＶ等加害者から追跡されるおそれもある

ため、個人情報管理の徹底を追加した。 

Ｐ３－３３ 

第４節 第１ 

○自衛隊派遣要請、受け

入れ等 

災害派遣部隊の活動に要した経費負担に対応す

るため、経費の負担範囲について見直した。 
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該当箇所 項目 内容 

Ｐ３－３８ 

第４節 第４ 

○要員の確保 災害時に必要な人員等を確保するための、手段や

方法、要請先について追加した。 

Ｐ３－３８ 

第４節 第５ 

○ボランティアの活動支

援 

災害時に、町が必要に応じ、災害ボランティアセ

ンターに事務委託する場合の町の支援（場所や情報

の提供等）について追加した。 

Ｐ３－４６ 

第７節 第１ 

○医療救護チームの編成 正確な患者数を把握するため、転院搬送が必要な

入院患者数、及び診療機会を喪失した人工透析患者

等の慢性的患者数等の医療情報の収集について追

加した。 

Ｐ３－５２ 

第８節 第２ 

○道路交通の確保 放置車両や立往生車両等が発生した場合に対応

するため、道路の啓開措置（障がい物の除去）につ

いて追加した。 

Ｐ３－５４ 

第８節 第５ 

○食料、生活物資、資機材

等の緊急輸送 

食料、生活物資、資機材等の緊急輸送について、輸

送対象の想定図を追加した。 

Ｐ３－５５ 

第９節 第１ 

○避難情報等の発令 災害対策基本法の改正に伴い、避難情報等との整

合を図るため、最新内容に更新した。 

Ｐ３－５８ 

第９節 第２ 

○警戒区域の設定 災害対策基本法の改正に伴い、見直された避難情

報等との整合を図るため、最新内容に更新した。 

Ｐ３－６０ 

第９節 第６ 

○避難誘導 指定避難所等への移動がかえって危険を伴う場

合もあるため、住民自身がやむを得ないと判断する

場合は、近隣の安全な場所への移動や屋内安全確保

等を行うべき旨（住民等への周知徹底）を追加した。 

Ｐ３－６１ 

第９節 第５ 

○指定避難所等の開設 車中泊やテント泊等を踏まえ、指定避難所で生活

せず食事のみを受け取りに来る被災者等に係る情

報についても、早期に把握するよう努めることを追

加した。 

Ｐ３－６２ 

第９節 第６ 

○指定避難所等の運営 東日本大震災等における避難所生活からの教訓

を踏まえ、女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶ・

ストーカー行為・児童虐待等の発生の防止に努める

旨を追加した。 

Ｐ３－６５ 

第９節 第７ 

 

○帰宅困難者対策 県計画と整合を図るため「旅行者及び滞在者の安

全確保」から「帰宅困難者対策」に名称変更を行っ

た。 

Ｐ３－６８ 

第１０節 第３ 

 

○指定避難所等の要配慮

者に対する応急支援 

災害を契機に新たに要配慮者となる者（保護者を

亡くした児童等）の発生も予測されるため、応急対

策の留意点を追加した。 

Ｐ３－７３ 

第１１節 第２ 

○食料の確保、供給 食料供給機能の停滞により生命に危険が及ぶ可

能性のある要配慮者に対し、優先的に食料供給を実

施する旨を追加した。 

Ｐ３－７５ 

第１１節 第４ 

 

○生活物資の確保、供給 生活物資の必要量の確保と供給に努めるため、供

給対象者に指定避難所以外で受け入れられた者を

追加した。また、供給品目としてマスク等を追加し

た。 

Ｐ３－７９ 

第１２節 第３ 

 

○被災住宅の応急修理 日常生活に欠くことのできない必要最小限度の

応急修理に対応するため、応急修理の期間、応急修

理を実施する住宅等を追加した。 
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該当箇所 項目 内容 

Ｐ３－８１ 

第１３節 第２ 

○避難所等の保健衛生 避難所生活での健康状態等に対応するため、健康

相談等の実施を追加した。 

Ｐ３－８９ 

第１５節 第２ 

○応急教育 被災児童・生徒のメンタルケアに十分配慮するた

め、関係機関が連携して取り組むこと追加した。必

要に応じてスクールカウンセラー等を学校に派遣

する旨等を追加した。 

 

 

該当箇所 項目 内容 

全体 ○各項目 風水害応急対策計画等に準じた修正を行った。 

Ｐ４－９ 

第２節 第１ 

○地震及び津波情報の収

集伝達及び周知 

地震情報の種類について、最新の内容に更新し

た。 

 

 

該当箇所 項目 内容 

Ｐ５－３ 

第１節 第２ 

○情報の収集、提供 情報収集事態及び警戒事態発生時の情報伝達経

路を、最新情報に更新した。 

また、緊急事態宣言発出後の情報伝達経路を、

最新情報に更新した。 

 

 
 

該当箇所 項目 内容 

Ｐ６－２ 

第１節 第２ 

○り災証明の発行 災害による住家の被害認定基準の改正との整合

を図るため、大規模半壊、中規模半壊等を追加し

た。 

また、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施

するため、必要に応じて被災者台帳を作成するこ

とを追加した。 

Ｐ６－１２ 

第１節 第１１ 

○農林漁業者への支援 農林漁業者関係融資との整合を図るため、最新

情報に更新した。 

Ｐ６－１４ 

第２節 第２ 

○激甚法による災害復旧

事業 

激甚法による財政援助を受ける事業等を最新内

容に更新した。 

Ｐ６－１９ 

第１節 第３ 

 

○復興計画の推進 地域コミュニティが復興に大きな役割を果たす

ことを明記するため、その維持や回復・再構築に十

分に配慮する旨について追加した。 

 


